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神
社
庁
新
年
祭
が
一
月
二
十
六
日
に
斎
行
さ
れ

た
。⻆

河
庁
長
を
始
め
役
員
、
支
部
長
、
関
係
者
の

参
列
が
あ
っ
た
。

祭
典
奉
仕
者

斎
　
主　
恩
田　

友
生
（
仁
多
）

祭
　
員　
植
田
由
紀
子
（
仁
多
）

奏
　
楽　
石
原　

道
夫
（
仁
多
）

　
〃
　　
陶
山　

浩
嗣
（
仁
多
）

典
　
儀　
牛
尾　
　

充
（
祭
祀
委
員
長
）

新　

年　

祭

支
部
祭
式
助
教
研
修
会

祈
年
祭
併
神
宮
大
麻
暦
頒
布
終
了
祭

二
月
二
十
七
日
神
社
庁
神
殿
に
お
い
て
祈
年
祭

併
神
宮
大
麻
暦
頒
布
終
了
奉
告
祭
が
⻆
河
庁
長
他

役
員
支
部
長
参
列
の
も
と
斎
行
さ
れ
た
。

祭
典
奉
仕
者

斎
　
主　
春
日　

親
典
（
飯
石
）

祭
　
員　
廣
野　

雄
喜
（
飯
石
）

祭
　
員　
三
戸　

太
貴
（
飯
石
）

奏
　
楽　
景
山　

敏
宏
（
飯
石
）

　
〃　
　

春
日　

美
知
（
飯
石
）

典
　
儀　
牛
尾　
　

充
（
祭
祀
委
員
長
）

一
月
二
十
七
日
に
支
部
祭
式
助
教
研
修
会
が
神

社
庁
で
開
催
さ
れ
た
。

牛
尾
充
県
祭
式
講
師
、
森
眞
史
、
野
上
郁
子
県

祭
式
助
教
の
指
導
の
下
、
十
四
名
の
支
部
祭
式
助

教
が
研
修
を
修
了
し
た
。
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二
月
十
八
日
（
日
）、島
根
県
が
制
定
し
た
「
竹

島
の
日
」
に
先
立
ち
、
島
根
県
神
道
青
年
協
議

会
（
会
長　

巨

勢
佳
史
）
主
催
、

神
道
政
治
連
盟

島
根
県
本
部

青
年
隊
（
隊
長	

巨
勢
佳
史
）
共

催
に
よ
り
「
竹

島
領
土
平
安
祈

願
祭
」
が
神
社

庁
神
殿
に
お
い

て
執
り
行
わ
れ

た
。
今
回
は
昨

年
五
月
に
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
症
の
感

染
症
法
上
の
位

置
付
け
が
第
五

令和５年度　神宮大麻及暦頒布実績表

項目
支部

大　　　　麻
大麻
頒布率

過去３年の推移
前年比

暦
大　麻

（ふるさと便） 中大麻 大大麻 合計 令和
２年度

令和
３年度

令和
４年度 暦 大暦

松 江 8,685 （41） 101 63 8,849 13.5% 8,876 8,897 8,825 24 1 2

八 束 8,972 （32） 580 334 9,886 50.6% 10,296 10,100 9,846 40 5 4

能 義 2,077 （71） 274 38 2,389 66.7% 2,627 2,481 2,433 △	44 25 1

安 来 3,901 （160） 78 16 3,995 43.5% 4,144 4,067 4,041 △	46 11 1

仁 多 3,156 （204） 35 21 3,212 74.2% 3,584 3,551 3,347 △	135 0 0

大 原 7,898 （178） 71 29 7,998 99.5% 8,797 8,157 7,848 150 304 0

飯 石 5,082 （456） 3 4 5,089 76.1% 5,269 5,170 5,130 △	41 101 1

出雲大社 845 （5） 0 30 875 128.9% 800 779 813 62 0 0

簸 川 8,215 （51） 12 96 8,323 47.8% 8,456 8,364 8,458 △	135 28 1

出 雲 14,104 （618） 160 64 14,328 31.6% 15,083 14,906 14,853 △	525 93 0

大 田 5,661 （35） 30 8 5,699 43.0% 6,118 5,972 5,819 △	120 0 0

邑 智 5,251 （0） 30 6 5,287 66.4% 5,754 5,630 5,425 △	138 17 0

那 賀 3,083 （0） 336 15 3,434 63.7% 3,607 3,587 3,580 △	146 19 4

江 津 3,471 （200） 29 0 3,500 43.1% 3,774 3,488 3,339 161 0 0

浜 田 5,359 （30） 139 6 5,504 30.8% 5,842 5,763 5,517 △	13 52 0

益 田 7,774 （22） 769 177 8,720 46.5% 9,311 9,128 8,953 △	233 5 1

鹿 足 2,876 （32） 413 79 3,368 57.2% 3,408 3,322 3,344 24 8 1

島 前 1,230 （0） 3 1 1,234 44.3% 1,391 1,375 1,335 △	101 0 2

島 後 3,411 （62） 9 3 3,423 58.3% 3,536 3,455 3,433 △	10 4 1

その他 1 （0） 0 0 1 0 1 1 0 0 0

計 101,052（2197） 3,072 990 105,114 39.5% 110,673	 108,193 106,340 △	1,226 673 19

竹
島
領
土
平
安
祈
願
祭

島
根
県
神
道
青
年
協
議
会（
会
長　

巨
勢
佳
史
）

主
催
に
よ
る
竹
島
領
土
平
安
祈
願
祭
が
二
月
十
八

日
神
社
庁
神
殿
で
斎
行
さ
れ
た
。

島
根
県
神
道
青
年
協
議
会

　
副
会
長
　
諏
訪
邊
　
裕
　
之
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類
に
引
き
下
げ
ら
れ
て
か
ら
初
め
て
の
祭
典
と
な

り
、
⻆
河
島
根
県
神
社
庁
長
を
は
じ
め
、
神
社
庁

役
員
、
各
支
部
長
、
島
根
県
神
社
総
代
会
、
神
道

政
治
連
盟
島
根
県
本
部
、
日
本
会
議
島
根
、
島
根

県
氏
子
青
年
協
議
会
、
島
根
県
女
子
神
職
会
、
神

道
青
年
全
国
協
議
会
の
各
会
長
な
ど
、
多
く
の
参

列
者
の
も
と
、
厳
粛
な
祭
典
と
な
っ
た
。

さ
て
、
先
輩
方
か
ら
受
け
継
ぎ
、
例
年
行
っ
て

い
る
本
祭
儀
は
今
年
で
早
く
も
十
七
回
目
と
な
る
。

ま
た
当
会
の
竹
島
関
連
の
事
業
と
し
て
は
竹
島
問

題
啓
発
の
ポ
ス
タ
ー
と
テ
ィ
ッ
シ
ュ
の
配
布
、
講

演
会
の
実
施
な
ど
、
竹
島
が
日
本
固
有
の
領
土
で

あ
る
と
い
う
意
識
を
多
く
の
人
々
に
持
っ
て
も
ら

う
た
め
の
活
動
を
県
内
を
中
心
に
行
っ
て
き
た
。

し
か
し
な
が
ら
こ
の
間
に
竹
島
問
題
が
国
家
間
で

少
し
で
も
進
展
し
た
だ
ろ
う
か
。
勿
論
、
我
々
の

活
動
が
こ
の
問
題
の
速
や
か
な
解
決
に
結
び
つ
く

と
は
考
え
て
は
い
な
い
。
た
だ
、
こ
の
硬
直
し
た

状
況
が
十
七
年
間
も
続
い
て
い
る
と
思
う
と
、
や

り
き
れ
な
い
思
い
で
あ
る
。

「
韓
国
政
府
が
国
際
司
法
裁
判
所
に
出
て
来
な

い
の
な
ら
、
そ
れ
に
出
ざ
る
を
得
な
い
状
況
を
こ

ち
ら
側
が
作
る
こ
と
が
重
要
」。
こ
れ
は
島
根
県

竹
島
問
題
研
究
特
別
顧
問
、
下
條
正
男
先
生
の
竹

島
の
日
の
式
典
で
の
言
葉
で
あ
る
。
平
成
十
七
年
、

政
府
が
反
対
を
す
る
中
、島
根
県
が
制
定
し
た「
竹

島
の
日
」
は
ま
さ
に
そ
れ
だ
ろ
う
。
政
府
の
重
い

腰
を
上
げ
る
為
に
、
我
々
当
会
に
も
で
き
る
こ
と
、

若
手
神
職
だ
か
ら
で
き
る
こ
と
が
他
に
も
あ
る
の

で
は
な
い
の
か
。
我
々
の
本
分
で
あ
る
協
議
を
重

ね
、
先
輩
諸
氏
、
ひ
い
て
は
県
民
の
竹
島
領
土
問

題
解
決
へ
の
思
い
や
願
い
を
忘
れ
る
こ
と
な
く
活

動
を
続
け
て
い
き
た
い
。

祭
典
奉
仕
者

斎
　
主　
諏
訪
邊
裕
之　
（
出
雲
支
部
）

祭
　
員　
中
田　

武
親　
（
松
江
支
部
）

　
〃
　　
福
谷　

一
眞　
（
簸
川
支
部
）

奏
　
楽　
諏
訪
邊
文
則　
（
八
束
支
部
）

　
〃
　　
三
戸　

太
貴　
（
飯
石
支
部
）

典
　
儀　
藤
浪　

永
吉　
（
出
雲
大
社
支
部
）
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コ
ロ
ナ
禍
も
あ
り
、
前
回
節
目
の
第
五
十
回
で

最
後
だ
と
も
言
わ
れ
ま
し
た
が
、
今
年
の
三
月
に

第
五
十
一
回
の
新
春
伊
勢
神
宮
参
拝
旅
行
が
行
わ

れ
ま
し
た
。

参
宮
旅
行
は
私
に
と
っ
て
お
仕
事
で
す
。
平
成

二
十
二
年
か
ら
参
加
し
て
、
一
度
だ
け
体
調
不
良

で
参
加
を
と
り
止
め
た
こ
と
を
除
き
全
て
の
旅
行

に
関
わ
っ
て
き
ま
し
た
。
今
回
が
十
一
回
目
の
参

令
和
六
年
伊
勢
神
宮

参
拝
旅
行
を
終
え
て

八
束
支
部
　
阿
太
加
夜
神
社
　

権
祢
宜
　
佐
　
草
　
利
　
彦

加
で
す
。
最
初
は
お
客
さ
ん
と
し
て
参
加
し
て
い

ま
し
た
が
、
今
で
は
支
部
の
引
率
責
任
者
に
な
り

ま
し
た
。
毎
年
十
月
か
ら
募
集
の
開
始
を
し
て
旅

行
が
始
ま
る
三
月
ま
で
の
半
年
間
は
、
チ
ラ
シ
の

頒
布
と
旅
行
参
加
の
お
願
い
な
ど
を
行
い
な
が
ら

常
に
参
加
者
数
に
気
を
配
り
つ
つ
過
ご
し
て
い
ま

す
。
旅
行
中
に
は
参
加
者
の
皆
様
に
楽
し
い
時
間

を
お
過
ご
し
い
た
だ
け
る
よ
う
、
出
来
る
範
囲
で

心
配
り
を
し
て
い
ま
す
。

さ
て
今
回
、
八
束
支
部
は
第
一
班
で
三
月
三
日

～
五
日
の
三
日
間
、
三
十
八
名
参
加
で
の
旅
行
と

な
り
ま
し
た
。
初
日
の
夕
方
、
伊
勢
神
宮
外
宮
に

到
着
、
こ
ち
ら
で
は
自
由
参
拝
な
の
で
そ
れ
ぞ
れ

に
外
宮
に
お
参
り
し
た
り
、
せ
ん
ぐ
う
館
を
見
学

し
た
り
さ
れ
ま
し
た
。
私
は
団
体
を
離
れ
て
駐
車

場
隣
の
豊
川
茜
稲
荷
神
社
へ
。
境
内
は
参
拝
者
も

少
な
く
静
か
で
落
ち
着
き
ま
す
。
ゆ
っ
く
り
と
お

参
り
で
き
ま
し
た
。

二
日
目
の
午
前
中
に
伊
勢
神
宮
内
宮
を
参
拝
い

た
し
ま
し
た
。
大
々
神
楽
奉
納
の
後
、
他
団
体
の

参
拝
も
あ
り
、
ト
イ
レ
や
休
憩
所
は
混
雑
し
て
い

ま
し
た
。
参
拝
前
の
支
部
ご
と
の
整
列
や
忘
れ
物

な
ど
で
時
間
が
か
か
り
ま
し
た
が
、
お
祓
い
を
し

て
い
た
だ
き
内
宮
正
宮
参
拝
を
行
い
ま
し
た
。
特

別
参
拝
の
あ
と
は
荒
祭
宮
を
参
拝
を
し
て
か
ら
、

お
は
ら
い
町
・
お
か
げ
横
丁
で
の
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ

を
楽
し
み
、
名
阪
関
ド
ラ
イ
ブ
イ
ン
で
昼
食
と
買

い
物
、
近
江
方
面
へ
移
動
し
て
近
江
八
幡
市
に
あ

る
ラ
コ
リ
ー
ナ
や
ク
ラ
ブ
ハ
リ
エ
へ
行
き
ま
し
た
。

ウ
ッ
デ
ィ
な
店
内
に
は
広
い
庭
園
が
あ
り
、
花
の

咲
く
季
節
に
は
庭
園
で
散
策
し
た
り
、
自
然
を
満

喫
し
な
が
ら
過
ご
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。
バ
ウ

ム
ク
ー
ヘ
ン
や
パ
ン
、
軽
食
を
提
供
す
る
カ
フ
ェ

も
あ
り
、
持
ち
帰
り
用
の
バ
ウ
ム
ク
ー
ヘ
ン
の
販

売
所
は
賑
わ
っ
て
い
ま
し
た
。

そ
の
後
二
日
目
の
宿
、
ホ
テ
ル
琵
琶
湖
グ
ラ
ン

ド
ホ
テ
ル
へ
到
着
。
三
日
目
の
朝
、
バ
ス
に
乗
車

す
る
際
に
参
加
者
の
方
々
の
顔
を
見
る
と
、
か

な
り
疲
れ
が
出
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
ま
し

た
。
こ
の
日
は
雨
模
様
で
し
た
が
建
部
大
社
へ
の

正
式
参
拝
を
い
た
し
ま
し
た
。
雨
降
り
で
外
は
寒

く
早
々
に
次
へ
移
動
、
昼
食
・
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
を

終
え
、
大
和
国
一
之
宮
の
大
神
神
社
に
て
自
由
参

拝
。
こ
こ
で
今
回
十
年
連
続
、
三
年
連
続
参
加
表

彰
さ
れ
た
方
々
と
神
社
の
鳥
居
前
で
記
念
撮
影
を

行
い
ま
し
た
。
受
賞
さ
れ
た
皆
様
の
中
に
は
表
彰

を
目
標
に
さ
れ
て
い
る
方
も
お
ら
れ
ま
す
。
今
回

も
沢
山
の
受
賞
者
が
お
ら
れ
、
喜
ば
し
い
限
り
で

大神神社の二の鳥居横での集合写真

大神神社の二の鳥居
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令和６年教化委員会出雲部会 伊勢神宮参拝連続参加表彰者名簿

大原支部＝９名　　出雲大社支部＝１名　　八束支部＝７名　　松江支部＝４名　　仁多支部＝８名

飯石支部＝１名　　能義支部＝４名　　簸川支部＝４名　　安来支部＝８名

№ 連続
参加年数 氏　　名 支部名 № 連続参加

年数 氏　　名 支部名 № 連続参加
年数 氏　　名 支部名

1 20年 新 田 清 文

大原支部

11 10年 岸 本 昌 士 八束支部 21 ３年 藤 原 　 修

仁多支部
2 10年 森 吉 正 司 12 10年 金 本 　 勉 松江支部 22 ３年 響 　 芳 秋
3 10年 藤 原 　 勇 13 ３年 経 種 あ つ 子

大原支部

23 ３年 響 　 徳 恵
4 10年 三 原 英 男 14 ３年 内 田 勝 義 24 ３年 内 田 俊 雄
5 10年 舟 木 　 清 15 ３年 内 田 　 聡 25 ３年 安 部 茂 子

八束支部
6 10年 中 尾 一 恵 出雲大社支部 16 ３年 稲 田 　 努 26 ３年 犬 山 正 博
７ 10年 永 島 文 男

八束支部

17 ３年 高 橋 和 義

仁多支部

27 ３年 青 木 匡 子
松江支部８ 10年 文 堀 あ や め 18 ３年 加 納 堯 一 28 ３年 門 脇 正 二

9 10年 小 村 哲 孝 19 ３年 飛 田 　 忠 29 ３年 門 脇 伴 子
10 10年 石 倉 利 行 20 ３年 森 山 　 潔

№ 連続
参加年数 氏　　名 支部名 № 連続参加

年数 氏　　名 支部名 № 連続参加
年数 氏　　名 支部名

1 10年 古 居 　 操 飯石支部 7 ３年 黒 田 昭 夫
簸川支部

13 ３年 佐 伯 誠 一

安来支部
2 ３年 仲 田 八 郎

能義支部

8 ３年 狩 野 利 男 14 ３年 佐 伯 豊 江
3 ３年 原 本 幸 二 9 ３年 狩 野 正 子 15 ３年 上 山 和 充
4 ３年 門 脇 　 進 10 ３年 矢 田 省 吾

安来支部
16 ３年 上 山 玉 喜

5 ３年 増 岡 　 実 11 ３年 矢 田 朝 子 17 ３年 菱 本 幹 也
6 ３年 松 井 誠 治 簸川支部 12 ３年 奈 良 充 晴

連 続 参 加 表 彰 者【一班】（29名）

連 続 参 加 表 彰 者【二班】（17名）

す
。
そ
の
後
ト
イ
レ
休
憩
を
挟
み
な
が
ら
出
雲
路

へ
。
帰
り
の
車
中
で
御
礼
の
挨
拶
を
し
、
今
回
の

旅
行
中
に
大
き
な
ト
ラ
ブ
ル
も
な
く
終
え
る
事
が

で
き
た
こ
と
に
安
堵
し
ま
し
た
。

参
宮
旅
行
中
や
終
了
後
、
参
加
者
の
方
に
『
今

回
良
か
っ
た
、
次
も
行
き
た
い
、
今
回
が
最
後
だ

わ
、
二
泊
ぐ
ら
い
が
い
い
』
な
ど
次
の
旅
行
に
向

け
お
声
か
け
を
た
く
さ
ん
い
た
だ
き
ま
し
た
。
今

回
の
旅
行
も
神
宮
を
身
近
に
感
じ
、
本
宗
と
し
て

威
厳
が
あ
り
気
高
い
と
こ
ろ
を
体
感
で
き
る
の
は

大
事
だ
と
思
い
ま
す
が
、
コ
ロ
ナ
禍
の
影
響
で
参

宮
旅
行
の
よ
う
な
団
体
旅
行
の
形
態
や
旅
行
者
の

考
え
方
に
変
化
が
見
ら
れ
ま
す
。
参
加
者
の
募
集

も
よ
り
難
し
く
な
り
、
以
前
は
旅
行
に
積
極
的
で

バ
ス
二
台
で
活
動
し
て
い
た
支
部
が
バ
ス
一
台
に

減
ら
す
例
も
あ
り
、
独
自
の
方
法
で
旅
行
を
実
施

し
て
い
る
支
部
も
出
て
き
て
い
ま
す
。

次
回
の
旅
行
が
実
施
さ
れ
る
場
合
、
支
部
を
通

じ
て
案
内
を
行
い
ま
す
が
、
以
前
の
よ
う
に
積
極

的
な
多
数
参
加
を
募
る
こ
と
は
考
え
て
い
ま
せ
ん
。

八
束
支
部
に
は
十
年
を
超
え
る
連
続
参
加
者
の

方
が
多
く
お
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
ら
の
方
々
は
、
熱

心
に
参
宮
旅
行
を
推
進
さ
れ
て
い
た
前
宮
司
の
時

代
か
ら
参
加
し
て
い
る
ベ
テ
ラ
ン
で
す
。
こ
の

方
々
だ
け
で
な
く
、
新
た
に
参
加
さ
れ
る
方
々
も

喜
ん
で
参
加
し
て
い
た
だ
け
る
よ
う
、
あ
と
少
し

お
手
伝
い
す
る
つ
も
り
で
す
。
ま
た
将
来
、
個
人

的
に
も
楽
し
い
参
宮
旅
行
を
経
験
し
て
み
た
い
と

思
っ
て
い
ま
す
。
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初
任
神
職
研
修

研修生名簿

氏　　名 支 部

坂田　久好 益 田
朝倉　秀樹 大 田
田中愼一郎 益 田
稲田　隆馬 簸 川
村尾　美海 島 前
中島　匡博 益 田
古瀬　　慎 出 雲
横田志津枝 鹿 足
三浦　重嗣 邑 智
山本　育美 出雲大社
髙妻　正樹 出雲大社

謝 

辞令
和
五
年
度
初
任
神
職
研
修
修
了
生
を
代
表
し
て

一
言
お
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。

こ
の
度
私
た
ち
研
修
生
は
、
二
月
十
七
日
・
十
八

日
、
四
月
二
十
日
・
二
十
一
日
の
四
日
間
本
研
修
に

参
加
致
し
ま
し
た
。

初
日
は
晩
冬
の
こ
ろ
で
は
あ
り
ま
し
た
が
、
晴
天

の
凛
と
し
た
空
気
の
中
、
清
々
し
い
思
い
で
開
講
式

に
臨
み
ま
し
た
。

こ
の
度
の
初
任
神
職
研
修
に
参
加
し
た
者
は
、
石

見
地
区
六
名
、
隠
岐
地
区
一
名
、
出
雲
地
区
四
名
、

二
十
代
か
ら
六
十
代
ま
で
、
十
一
名
の
参
加
者
で
し

た
。最

初
は
う
ま
く
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
と
れ
る

の
だ
ろ
う
か
と
少
し
心
配
も
あ
り
ま
し
た
が
、
す
ぐ

に
息
の
あ
っ
た
行
動
が
と
れ
る
よ
う
に
な
り
、
不
安

な
ど
す
ぐ
に
吹
き
飛
ん
で
し
ま
い
ま
し
た
。

東
西
に
長
い
島
根
県
の
各
地
か
ら
参
加
し
、
年
齢

も
違
う
者
が
、
同
じ
志
で
同
じ
時
間
を
共
有
し
研
修

に
取
り
組
ん
だ
経
験
は
と
て
も
貴
重
な
も
の
に
な
り

ま
し
た
。

研
修
科
目
に
お
い
て
は
、
神
社
本
庁
憲
章
、
神
社

本
庁
史
な
ど
八
科
目
を
学
び
ま
し
た
が
、
先
生
方
の

熱
心
な
講
義
に
、
お
ぼ
ろ
げ
で
あ
っ
た
知
識
は
鮮
明

に
な
っ
て
い
き
、
学
ぶ
こ
と
の
楽
し
さ
と
大
切
さ
を

再
認
識
致
し
ま
し
た
。

こ
れ
か
ら
も
我
々
研
修
生
は
、
各
奉
務
神
社
に
お

い
て
神
職
と
し
て
の
道
を
歩
ん
で
ま
い
り
ま
す
が
、

こ
の
研
修
で
気
づ
い
た
課
題
と
向
き
合
い
研
鑽
を
怠

ら
ず
、
一
歩
一
歩
神
職
と
し
て
成
長
し
て
ま
い
る
所

存
で
す
。

最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
熱
心
に
ご
指
導
下
さ
い

ま
し
た
講
師
の
先
生
方
、
並
び
に
研
修
の
運
営
に
ご

尽
力
下
さ
い
ま
し
た
島
根
県
神
社
庁
の
皆
様
に
感
謝

を
申
し
上
げ
ま
す
。

　

令
和
六
年
四
月
二
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　

修
了
生
代
表　

古　

瀬　
　
　

慎

令
和
五
年
度
初
任
神
職
研

修
を
神
社
庁
を
会
場
に
二
月

十
七
日
、
十
八
日
、
四
月

二
十
日
、
二
十
一
日
の
四
日

間
で
開
催
し
、
研
修
生
十
一

名
が
研
修
を
修
了
し
た
。
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【
主　
　

催
】
島
根
県
神
社
庁

【
開
講
階
位
・
期
間
】

権
正
階
・
直
階
と
も
に

（
甲
）
課
程
令
和
六
年
八
月
七
日
（
水
）

～
八
月
十
九
日
（
月
）

（
乙
）
課
程
令
和
六
年
八
月
二
十
二
日
（
木
）

～
九
月
三
日
（
火
）

【
開
催
場
所
】『
島
根
県
神
社
庁
』

　

島
根
県
出
雲
市
大
社
町
杵
築
東
二
八
六
番
地

【
出
願
条
件
】

権
正
階
…
直
階
を
有
し
年
齢
満
十
八
歳
以
上
の
者

直　

階
…
高
等
学
校
以
上
の
学
校
卒
業
者
又
は
こ

れ
に
準
ず
る
学
力
を
有
す
る
者
で
、
主

催
者
に
お
い
て
適
当
と
認
め
た
者

※
権
正
階
・
直
階
共
に
三
〇
分
程
度
の
正
座
が
で

き
る
者

※
分
割
受
講
に
つ
い
て

　

当
庁
で
は
権
正
階
・
直
階
共
に
甲
・
乙
課
程
を

分
割
受
講
す
る
こ
と
が
可
能
で
す
。
但
し
、
全

課
程
（
甲
・
乙
）
を
権
正
階
は
三
年
、
直
階
は

二
年
以
内
に
受
講
出
来
る
者
に
限
り
ま
す
。

【
募
集
人
数
】

　

権
正
階
二
十
名
・
直
階
二
十
名

※
受
講
希
望
者
が
定
員
を
超
え
た
場
合
、
入
所
選

考
を
行
い
ま
す
の
で
予
め
ご
了
承
下
さ
い
。

※
分
割
受
講
中
の
者
及
び
県
内
在
住
者
（
ま
た
は

県
内
奉
職
予
定
者
）
を
優
先
的
に
選
考
い
た
し

ま
す
。

【
受
講
料
】

権
正
階
（
甲
・
乙
課
程
）　

各　

八
〇
、〇
〇
〇
円

直　

階
（
甲
・
乙
課
程
）　

各　

七
五
、〇
〇
〇
円

※
全
課
程
受
講
し
た
場
合

権
正
階
　
一
六
〇
、〇
〇
〇
円

直
　
階
　
一
五
〇
、〇
〇
〇
円

※
県
内
の
受
講
生
に
つ
い
て
は
、
甲
・
乙
各

一
〇
、〇
〇
〇
円
の
助
成
を
す
る
。

※
別
途
、
教
科
書
代
等
。

※
諸
事
情
に
よ
り
、
本
年
は
合
宿
は
行
い
ま
せ
ん
。

【
出
願
手
続
】

①
受
講
申
請
書

※
必
ず
顔
写
真
貼
付
、
推
薦
欄
に
は
奉
職
予
定
神

社
宮
司
の
推
薦
を
記
載
し
て
下
さ
い
。

②
履
歴
書
（
市
販
履
歴
書
可
）

③
書
籍
申
込
書

④
受
講
資
格
証
明
書
類

・
権
正
階
…
直
階
階
位
證
写
し

・
直　

階
…
高
等
学
校
以
上
の
最
終
学
歴
卒
業
証

明
書
写
し
（
又
は
卒
業
証
書
写
し
）

⑤
返
信
用
封
筒

※
角
形
３
号
封
筒（
Ｂ
５
版
）に
自
分
の
住
所･

氏

名
を
表
記
し
、
二
五
〇
円
切
手
を
貼
付
し
て
下

さ
い
。

⑥
推
薦
書
（
当
該
都
道
府
県
神
社
庁
長
及
び
支
部

長
用
）

※
支
部
長
が
『
推
薦
の
事
由
』
に
記
載
し
た
上
で

署
名
、
押
印
願
い
ま
す
。

　

六
月
十
七
日
ま
で
に
支
部
経
由
（
他
県
は
神
社

庁
経
由
）
に
て
島
根
県
神
社
庁
必
着
。

※
期
限
を
過
ぎ
た
申
し
込
み
は
、
受
講
許
可
通
知

の
発
送
期
日
等
に
影
響
し
、
全
て
の
受
講
生
に

迷
惑
が
及
び
ま
す
の
で
締
切
厳
守
願
い
ま
す
。

【
宿　
　

泊
】

　

神
社
庁
に
は
宿
泊
施
設
が
無
い
た
め
通
講
制
で

の
講
習
と
な
り
ま
す
の
で
、
各
自
手
配
願
い
ま
す
。

※
ご
希
望
の
方
に
は
出
雲
市
内
の
ホ
テ
ル
を
紹
介

致
し
ま
す
の
で
、
早
め
に
神
社
庁
ま
で
ご
連
絡

く
だ
い
。

【
そ
の
他
】

・
申
込
書
類
は
、
不
備
が
あ
れ
ば
再
提
出
を
求
め

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

・
長
期
講
習
に
つ
き
、
体
力
に
自
信
の
無
い
方
は

そ
の
点
充
分
に
ご
検
討
の
上
で
お
申
し
込
み
下

さ
い
。

※
分
割
受
講
に
関
す
る
事
、
願
書
請
求
、
そ
の
他

不
明
な
点
が
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
島
根
県
神
社
庁

ま
で
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。

令
和
六
年　

神
職
養
成
階
位
検
定
講
習
会
開
催
要
項

１
．提
出
書
類

２
．
申
込
期
限

島
根
県
神
社
庁

tel
　
〇
八
五
三-

五
三-

二
一
四
九

fax
　
〇
八
五
三-

五
三-

二
五
八
二
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神
職
身
分
昇
級

二
級
上

二　

級

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

令
和
六
年
二
月
三
日
付

第
三
条
二
号

　

国
主
神
社　

宮
司　
　
　

齋　

木　

正　

保
（
能
義
）

　

伊
賀
多
氣
神
社　

宮
司　
　
　

恩　

田　

友　

生
（
仁
多
）

第
三
条
三
号

　

大
山
神
社　

責
任
役
員　

山　

代　

裕　

始
（
出
雲
）

功

績

表

彰神
社
の
社
殿
、神
事・神
賑
行
事
、神
社
を
含
む
四
季
折
々
の

風
景
な
ど
、様
々
な
お
写
真
を
募
集
し
ま
す
。

神
社
フ
ォ
ト

ギ
ャ
ラ
リ
ー

写　真
送り先

〒
六
九
九‐

〇
七
〇
一 

出
雲
市
大
社
町
杵
築
東
二
八
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　島
根
県
神
社
庁 

録
事 

高
見
幸
子
　あ
て

Ｅ
メ
ー
ル
　takam

i@
shim

ane-jinjacho.or.jp次
号
ま
で
の
締
め
切
り

　
　
　
　 九
月
末
日

※
 

神
社
名
、神
事・行
事
名
や
所
在
地
、

　提
供
者
の
お
名
前
を
記
載
の
上
、 お
送
り
下
さ
い
。

遷座祭・式年祭紹介
令和五年 十一月十一日 笈神社　（正遷座祭）

おいじんじゃ

出雲市乙立町　宮司　花田　史朗

　

令
和
六
年
三
月
十
日
付　

発
令

　
　

加

神
社　
　

宮
司　
　

内　

田　

貞　

文
（
大
原
）

　
　

立
虫
神
社　
　

宮
司　
　

錦　

田　

剛　

志
（
簸
川
）

　

令
和
六
年
三
月
十
日
付　

発
令

　
　

由
來
八
幡
宮　
　

宮
司　
　

春　

日　

親　

典
（
飯
石
）

任
免

発
令
月
日

奉
職
神
社
名

鎮　

座　

地

本
務

兼
務

職　

名

氏　
　

名

任
６
・
１
・
15
加
多
神
社
雲
南
市
大
東
町

本
権
祢
宜
宮
澤　

雄
介

任
６
・
２
・
１
比
和
神
社
雲
南
市
加
茂
町

本
宮

司
山
本
ソ
レ
ン

セ
ン
貴
子

免
６
・
２
・
１
八

幡

宮
邑
智
郡
川
本
町

兼
宮

司
三
浦　

重
紀

任
６
・
２
・
２
八

幡

宮
邑
智
郡
川
本
町

本
宮

司
植
田　

晃
次

免
６
・
２
・
29
竒
鹿
神
社
鹿
足
郡
吉
賀
町

兼
宮

司
三
浦　

一
美

任
６
・
３
・
１
國
司
神
社
松
江
市
西
長
江
町

本
権
祢
宜
永
海　

宏
晃

任
６
・
３
・
１
竒
鹿
神
社
鹿
足
郡
吉
賀
町

兼
宮

司
小
谷
川　

圭

免
６
・
２
・
29
明
劔
神
社
飯
石
郡
飯
南
町

本
宮

司
勝
部　

正
善

神

職

任

免
（
令
和
６
年
１
月
15
日
～
４
月
15
日
）
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浜
田
市
弥
栄
町　

八　

幡　

宮　

名
誉
宮
司　

寺　

本　
　
　

博

令
和
六
年
一
月
二
十
八
日　

享
年
九
十
九

安
来
市
伯
太
町　

玉　

神　

社　

宮
司　
　
　

齋　

木　

久　

保

令
和
六
年
三
月
四
日　

享
年
一
〇
〇

出
雲
市
美
保
町　

田
々
神
社　

祢
宜　
　
　

川　

上　

堅　

三

令
和
六
年
三
月
十
六
日　

享
年
九
十
一

出
雲
市
斐
川
町　

八　

幡　

宮　

名
誉
宮
司　

富　

田　

康　

彦

令
和
六
年
三
月
十
八
日　

享
年
九
十
五

安
来
市
広
瀬
町　

縄
久
利
神
社　

宮
司　
　
　

高　

松　

伸　

在

令
和
六
年
三
月
三
十
日　

享
年
九
十
三

謹
ん
で
哀
悼
の
意
を
表
し
ま
す
。

島
根
県
神
社
庁
長
　
⻆
　
河
　
和
　
幸

神

職

帰

幽

任
６
・
４
・
１
都
辨
志
呂
神
社
安
来
市
広
瀬
町

本
祢

宜
福
間　

晶
子

任
６
・
４
・
15
稲
荷
神
社
松
江
市
竹
矢
町

兼
宮

司
和
田　

晋
爾

任
６
・
４
・
15
由
貴
神
社
松
江
市
馬
潟
町

兼

〃

〃

任
６
・
４
・
15
手
間
天
神
社
松
江
市
竹
矢
町

兼

〃

〃

任
６
・
４
・
15
稲
荷
神
社
松
江
市
竹
矢
町

兼
権
祢
宜
稲
原　

慶
祐

任
６
・
４
・
15
由
貴
神
社
松
江
市
馬
潟
町

兼

〃

〃

任
６
・
４
・
15
手
間
天
神
社
松
江
市
竹
矢
町

兼

〃

〃

任
６
・
３
・
１
明
劔
神
社
飯
石
郡
飯
南
町

兼
宮

司
勝
部　

正
哉

任
６
・
３
・
１
明
劔
神
社
飯
石
郡
飯
南
町

兼
祢

宜
勝
部　

由
紀

免
６
・
２
・
29
八

幡

宮
飯
石
郡
飯
南
町

兼
祢

宜
勝
部　

正
善

任
６
・
３
・
１
八

幡

宮
飯
石
郡
飯
南
町

兼
祢

宜
勝
部　

由
紀

任
６
・
３
・
１
波
多
神
社
雲
南
市
掛
合
町

本
権
祢
宜
勝
部　

正
善

免
６
・
３
・
31
大

神
社
安
来
市
広
瀬
町

兼
宮

司
遠
藤　

重
榮

免
６
・
３
・
31
嘉
羅
久
利
神
社
安
来
市
広
瀬
町

兼

〃

〃

任
６
・
４
・
１
大

神
社
安
来
市
広
瀬
町

兼
宮

司
福
島　

靖
史

任
６
・
４
・
１
嘉
羅
久
利
神
社
安
来
市
広
瀬
町

兼

〃

〃

免
６
・
３
・
31
持
田
神
社
松
江
市
西
持
田
町

本
宮

司
井
上　
　

悟

免
６
・
３
・
31
加
佐
奈
子
神
社
松
江
市
東
持
田
町

兼

〃

〃

免
６
・
３
・
31
貴
舩
神
社
松
江
市
菅
田
町

兼

〃

〃

免
６
・
３
・
31
川
原
神
社
松
江
市
川
原
町

兼

〃

〃

任
６
・
４
・
１
持
田
神
社
松
江
市
西
持
田
町

本
宮

司
井
上　

浩
修

任
６
・
４
・
１
加
佐
奈
子
神
社
松
江
市
東
持
田
町

兼

〃

〃

任
６
・
４
・
１
貴
舩
神
社
松
江
市
菅
田
町

兼

〃

〃

任
６
・
４
・
１
川
原
神
社
松
江
市
川
原
町

兼

〃

〃

任
６
・
４
・
１
持
田
神
社
松
江
市
西
持
田
町

本
祢

宜
井
上　
　

綾

任
６
・
４
・
１
貴
舩
神
社
松
江
市
菅
田
町

兼

〃

〃

任
６
・
４
・
１
川
原
神
社
松
江
市
川
原
町

兼

〃

〃

任
６
・
４
・
１
出
雲
大
社
出
雲
市
大
社
町

本
権
祢
宜
安
藤　

俊
輔

任
６
・
４
・
１
出
雲
大
社
出
雲
市
大
社
町

本
主

典
藤
浪　

永
吉

任
６
・
４
・
１
出
雲
大
社
出
雲
市
大
社
町

本
主

典
和
田　

有
司

命
６
・
４
・
１
伊
奈
西
波
岐
神
社

出
雲
市
大
社
町

本
宮

司

代
務
者

長
谷
川　

澄

任
６
・
４
・
１
大
宮
神
社
出
雲
市
大
社
町

兼

〃

〃

任
６
・
４
・
１
忍
原
神
社
大
田
市
川
合
町

本
権
祢
宜
中
田　

剛
尊

任
６
・
４
・
１
草
野
神
社
安
来
市
伯
太
町

兼
宮

司
齋
木　

正
保

任
６
・
４
・
１
玉

神

社
安
来
市
伯
太
町

兼

〃

〃
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新 任 神 職 紹 介

宮み
や
ざ
わ澤

雄ゆ
う
す
け介

〔
生
年
月
日
〕　

昭
和
五
十
九
年
四
月
十
五
日

〔
住
所
〕　

雲
南
市
大
東
町
大
東
三
六
六

〔
奉
職
神
社
〕
加
多
神
社	　

権
祢
宜

〔
就
任
年
月
日
〕
令
和
六
年
一
月
十
五
日

〔
趣
味
・
特
技
〕
登
山

〔
ひ
と
こ
と
〕　

地
域
・
氏
子
の
方
々
に
親
し
ま
れ
る
神
職
と
な
れ

る
よ
う
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。
ご
指
導
の
程
宜
し
く
お
願
い
い
た

し
ま
す
。

中な

か

だ田
剛た

け

る尊

〔
生
年
月
日
〕　

平
成
四
年
八
月
六
日

〔
住
所
〕　

大
田
市
川
合
町
川
合
一
五
三
〇
番
地
二

〔
奉
職
神
社
〕
忍
原
神
社　

権
祢
宜

〔
就
任
年
月
日
〕
令
和
六
年
四
月
一
日

〔
趣
味
・
特
技
〕
サ
ッ
カ
ー

〔
ひ
と
こ
と
〕　

未
熟
者
で
す
が
、
精
一
杯
、
先
輩
方
に
付
い
て
行

き
ま
す
の
で
、
ご
指
導
ご
鞭
撻
の
程
、
宜
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。

和わ

田だ

有ゆ

う

じ司

〔
生
年
月
日
〕　

平
成
十
年
十
月
四
日

〔
住
所
〕　

出
雲
市
大
社
町
杵
築
東
二
二
六
番
地
一

〔
奉
職
神
社
〕
出
雲
大
社　

主
典

〔
就
任
年
月
日
〕
令
和
六
年
四
月
一
日

〔
趣
味
・
特
技
〕
ウ
ェ
イ
ト
ト
レ
ー
ニ
ン
グ

〔
ひ
と
こ
と
〕　

神
明
奉
仕
に
励
み
ま
す
。

庁

務

日

誌
（
令
和
６
年
１
月
～
３
月
）

１
月
４
日　

御
用
始
祭

１
月
25
日　

正
・
副
庁
長
会

　
　

〃　　
　

役
員
会

　
　

〃　　
　

新
年
互
礼
会	

於	

武
志
山
荘

１
月
25
日　

教
化
委
員
会
出
雲
部
会
役
員
会

　
　

〃　　
　

総
代
会
出
雲
部
会
評
議
員
会

１
月
26
日　

新
年
祭　

斎
主　

伊
賀
多
氣
神
社　

宮
司　

恩
田
友
生
（
仁
多
支
部
）

　
　

〃　　
　

研
修
所
講
師
会
議

　
　

〃　　
　

階
位
検
定
講
習
会
講
師
会
議

１
月
27
日　

支
部
祭
式
助
教
研
修
会　

14
名
参
加

２
月
６
日
～
７
日　

第
二
期
過
疎
地
域
神
社
活
性
化
推
進
施
策
指
定
神
社
推
進
拠
点
研
究
会	

於	

本
庁

（
三
浦
支
部
長
、
和
田
主
事
出
席
）

２
月
７
日　

過
疎
対
策
教
化
研
修
会	

於	

本
庁
（
三
浦
支
部
長
参
加
）

　
　

〃　　
　

教
化
委
員
会
出
雲
部
会
支
部
責
任
者
各
号
者
引
率
責
任
者
合
同
会
議

２
月
17
日　

出
雲
大
社
祈
穀
祭	

於	

出
雲
大
社
（
⻆
河
庁
長
参
列
）

　
　

〃　　
　

宮
司
辞
令
交
付
式	

於	

神
社
庁
神
殿
（
篠
田
副
庁
長
出
席
）

２
月
17
日
～
18
日　

初
任
神
職
研
修
（
前
期
）
11
名
参
加

２
月
18
日　

神
青
協
主
催
竹
島
領
土
平
安
祈
願
祭	

於	

神
社
庁
（
⻆
河
庁
長
参
列
）

２
月
19
日
～
20
日　

中
国
地
区
神
社
庁
連
絡
会
議	

於	

松
江
市
（
⻆
河
庁
長
、
忌
部
・
篠
田
両
副
庁
長

出
席
）

２
月
27
日　

祈
年
祭
併
神
宮
大
麻
暦
頒
布
終
了
奉
告
祭　

斎
主　

由
來
八
幡
宮　

宮
司　

春
日
親
典

（
飯
石
支
部
）

　
　

〃　　
　

支
部
長
会

２
月
28
日
～
29
日　

第
６
回
神
社
庁
職
員
実
務
研
修
会	

於	

本
庁
（
平
林
録
事
出
席
）

２
月
29
日　

神
社
庁
シ
ス
テ
ム
改
修
意
見
交
換
会W

eb

会
議
（
和
田
主
事
出
席
）

３
月
４
日　

神
宮
大
宮
司
招
宴	

於	

神
宮
会
館
（
⻆
河
庁
長
、
中
田
理
事
、
平
林
録
事
出
席
）

３
月
５
日　

神
宮
大
麻
暦
頒
布
終
了
祭	

於	

内
宮
神
楽
殿
（
⻆
河
庁
長
、
中
田
理
事
、
平
林
録
事
参
列
）

　
　

〃　　
　

神
宮
大
麻
暦
頒
布
春
季
推
進
会
議	

於	

神
宮
会
館
大
講
堂
（
⻆
河
庁
長
、
中
田
理
事
、
平

林
録
事
出
席
）

３
月
５
日
～
６
日　

第
６
回
神
宮
大
麻
都
市
頒
布
向
上
計
画
研
修
会	

於	

神
宮
（
中
田
理
事
参
加
）

３
月
12
日　

神
社
庁
長
懇
話
会	

於	

明
治
記
念
館
（
⻆
河
庁
長
出
席
）

　
　

〃　　
　

國
學
院
大
學
招
宴	

於	

明
治
記
念
館
（
⻆
河
庁
長
出
席
）

３
月
13
日　

神
社
庁
長
会	

於	

本
庁
（
⻆
河
庁
長
、
金
築
参
事
出
席
）

　
　

〃　　
　

皇
室
普
及
委
員
会	

於	

本
庁
（
⻆
河
庁
長
、
金
築
参
事
出
席
）

３
月
13
日
～
14
日　

甲
種
防
火
管
理
新
規
講
習	

於	

島
根
県
民
会
館
（
和
田
主
事
出
席
）

３
月
17
日　

大
社
國
學
館
卒
業
奉
告
祭
並
卒
業
証
書
授
与
式	

於	

大
社
國
學
館
（
⻆
河
庁
長
参
列
）

３
月
18
日　

臨
時
教
化
委
員
会

３
月
28
日　

神
社
総
代
会
出
雲
部
会
総
会	

於	

三
刀
屋
ア
ス
パ
ル
（
⻆
河
庁
長
出
席
）

３
月
29
日　

身
分
昇
級
伝
達
式	

於	

神
社
庁
神
殿
（
⻆
河
庁
長
出
席
）
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一
、
暴
力
団
の
情
勢
に
つ
い
て

暴
力
団
は
、
暴
力
を
背
景
に
し
て
資
金
獲

得
活
動
を
行
う
集
団
で
す
。

昨
今
で
は
、
取
締
り
や
規
制
を
回
避
す
る

目
的
で
の
組
員
の
偽
装
離
脱
や
、
企
業
活
動

を
装
っ
た
資
金
獲
得
活
動
な
ど
、
暴
力
団
の

不
透
明
化
が
顕
著
に
な
っ
て
い
ま
す
。

島
根
県
内
に
は
、
令
和
五
年
末
時
点
で
、

「
三
団
体
、
約
六
十
人
」
の
暴
力
団
勢
力
が

把
握
さ
れ
て
お
り
、
社
会
の
あ
ら
ゆ
る
分
野

に
巧
み
に
介
入
し
な
が
ら
暗
躍
し
て
い
る
状

況
が
窺
え
ま
す
。
近
年
、
暴
力
団
に
よ
る
資

金
獲
得
活
動
は
非
常
に
多
様
化
し
て
お
り
、

資
金
源
と
し
て
標
的
と
さ
れ
る
対
象
に
例
外

は
無
い
と
言
え
ま
す
。

二
、
暴
力
団
排
除
（
暴
排
）
の
取
り
組

み
の
必
要
性
に
つ
い
て

現
在
、
全
国
的
に
広
範
な
分
野
で
暴
排
活

動
が
展
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
等
が
奏
功
し
て
、

暴
力
団
の
資
金
面
に
大
き
な
打
撃
を
与
え
て

い
る
こ
と
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
の
反
面
、「
他
と
比
較
し
て
暴
排
の
備

え
の
不
十
分
な
事
業
者
等
が
、
暴
力
団
に
よ

る
標
的
と
さ
れ
や
す
い
」
と
い
う
傾
向
が
認

め
ら
れ
ま
す
。

ま
た
、
平
成
二
十
三
年
四
月
に
施
行
さ
れ

た「
島
根
県
暴
力
団
排
除
条
例（
暴
排
条
例
）」

で
は
、
事
業
者
の
責
務
と
し
て
「
暴
力
団
と

の
一
切
の
関
係
遮
断
へ
の
努
力
」
及
び
「
県

が
実
施
す
る
暴
排
施
策
へ
の
協
力
」
が
示
さ

れ
て
お
り
、
暴
排
に
対
す
る
積
極
的
な
取
り

組
み
が
期
待
さ
れ
て
い

ま
す
。

神
社
の
祭
礼
等
に
お

い
て
も
、
自
ら
を
暴
力

団
等
反
社
会
的
勢
力
の

脅
威
か
ら
守
り
、
さ
ら

に
社
会
的
責
任
を
果
た
す
と
い
う
目
的
か
ら

も
、
暴
排
の
取
り
組
み
は
非
常
に
意
義
の
あ

る
も
の
で
す
。

三
、
島
根
県
内
に
お
け
る
暴
排
の
取

り
組
み
の
現
状
に
つ
い
て

暴
排
条
例
が
施
行
さ
れ
て
以
降
、
県
内
の

様
々
な
業
界
や
団
体
に
お
い
て
暴
排
の
た
め

の
取
り
組
み
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

具
体
的
な
取
り
組
み
と
し
て
は
、

・
契
約
書
等
へ
の
「
暴
力
団
排
除
条
項
（
暴

排
条
項
）」
の
導
入

・
契
約
相
手
か
ら
の
「
反
社
会
的
勢
力
で
は

な
い
こ
と
等
に
関
す
る
表
明
・
確
約
書
」

の
徴
収

な
ど
が
挙
げ
ら
れ
、
こ
れ
ら
の
取
り
組
み
自

体
が
、
事
業
者
の
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
（
法

令
遵
守
）
重
視
の
姿
勢
を
示
す
も
の
と
し
て

評
価
さ
れ
て
い
ま
す
。

祭
礼
か
ら
の
暴
排
に
つ
い
て
は
、
自
治
体

や
民
間
団
体
等
が
主
催
す
る
複
数
の
祭
礼
に

お
い
て
既
に
実
施
さ
れ
て
お
り
、
暴
排
条
例

神
社
の
祭
礼
等
か
ら
の

暴
力
団
排
除
の

必
要
性
に
つ
い
て
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第
二
十
条
の
規
定
に
基
づ
い
て
、

露
店
の
出
店
者
等
か
ら
の
暴
排

が
積
極
的
に
推
進
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
の
継
続
的
な
取
り
組
み
に
よ
り
、

県
内
の
祭
礼
に
露
店
を
出
店
す
る
事
業
者

（
露
天
商
等
）
の
側
で
も
、
暴
排
を
目
的
と

し
た
「
表
明
・
確
約
書
の
提
出
」
等
の
制
度

が
浸
透
し
て
お
り
ま
す
。

四
、
神
社
の
祭
礼
等
か
ら
の
暴
力
団

排
除
に
つ
い
て

神
社
の
祭
礼
等
の
機
会
に
併
せ
て
出
店
さ

れ
る
露
店
か
ら
暴
力
団
等
の
影
響
を
排
除
す

る
た
め
、
全
国
で
は
既
に
取
り
組
み
が
進
ん

で
い
ま
す
。

大
規
模
な
祭
礼
の
場
合
に
は
、
神
社
が
中

心
と
な
っ
て
、
警
察
、
商
店
街
、
自
治
会
等

で
構
成
す
る
協
議
会
を
設
置
し
て
、
関
係
機

関
が
一
体
と
な
っ
て
暴
排
に
取
り
組
ん
で
い

ま
す
。
露
店
出
店
者
等
か
ら
の
暴
排
の
目
的

は
、「
参
拝
者
の
安
全
確
保
」
と
「
暴
力
団

の
資
金
剥
奪
」
で
す
。

当
県
で
も
、
現
在
、
多

く
の
神
社
に
お
け
る
祭

礼
等
で
露
店
が
出
店
さ

れ
て
い
ま
す
が
、
露
店

出
店
者
等
か
ら
の
暴
排

に
つ
い
て
は
各
神
社
に

浸
透
し
て
い
な
い
の
が

現
状
で
す
。

暴
力
団
と
い
う
特
殊
な
相
手
に
対
し
、
祭

礼
等
か
ら
の
暴
力
団
排
除
を
円
滑
に
推
進
し

て
い
く
た
め
に
は
、
暴
排
条
項
を
明
記
し
た

「
規
則
」を
定
め
る
こ
と
を
推
奨
し
て
い
ま
す
。

各
神
社
の
祭
礼
等
に
あ
わ
せ
た
規
則
を
定

め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
こ
の
度
、
露
店

出
店
規
則
に
関
す
る
ひ
な
形
を
作
成
し
、
島

根
県
神
社
庁
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
い
た

し
ま
し
た
。

排
除
の
流
れ
と
し
て
は
、
以
下
の
と
お
り

で
す
。

①
露
店
出
店
規
則
の
作
成

※
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
掲
載
の
ひ
な
形

②
露
店
出
店
希
望
者
か
ら
書
面
の
受
領

※
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
掲
載
の
出
店
申
込

書
、販
売
従
事
者
名
簿
、表
明
・
確
約

書

③
警
察
へ
の
情
報
提
供
依
頼

※
警
察
で
出
店
者
の
中
に
排
除
対
象
者

が
い
る
か
ど
う
か
確
認
し
ま
す

④
警
察
署
か
ら
回
答
受
領

⑤
露
店
出
店
希
望
者
へ
の
回
答

※
暴
力
団
員
等
で
あ
れ
ば
出
店
拒
否
の

回
答
を
し
ま
す
。
出
店
拒
否
の
回
答

を
行
う
際
は
、警
察
が
立
ち
会
う
こ

と
も
可
能
で
す
。

各
神
社
が
ひ
な
形
を
作
成
す
る
に
あ
た
っ

て
不
明
点
等
が
あ
れ
ば
、
お
気
軽
に
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

暴
力
団
の
い
な
い
明
る
い
島
根
を
目
指
し

て
、
県
民
総
ぐ
る
み
で
暴
力
団
排
除
活
動
を

推
進
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

～
排
除
の
流
れ
～
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落
語
家
さ
ん
と
巡
ろ
う
出
雲
の
神
社

今
回
は
、
賛
助
会
員
と
し
て
社
☆
ガ
ー
ル

に
入
会
し
て
い
た
だ
い
て
い
る
落
語
家
の
桂

竹
千
代
さ
ん
と
一
緒
に
島
根
の
神
社
巡
り
を

し
て
み
よ
う
！
と
企
画
し
ま
し
た
。

万ま

九く
せ
の
や
し
ろ

千
社
（
万ま

ん

九く
せ
ん千

神じ
ん
じ
ゃ社

）

（
出
雲
市
斐
川
町
併
川
二
五
八
）

ご
祭
神　

櫛く
し
み
け
ぬ
の
み
こ
と

御
気
奴
命　

大お
お
な
む
ち
の
み
こ
と

穴
牟
遅
命

　
　
　
　

少す
く
な
ひ
こ
の
み
こ
と

彦
名
命　
　

八や
お
よ
ろ
ず
の
か
み

百
萬
神

ご
祭
神
の
大
穴
牟
遅
命
は
ス
セ
リ
ビ
メ
と

結
婚
す
る
際
に
、
義
父
で
あ
る
ス
サ
ノ
オ
ノ

ミ
コ
ト
か
ら
様
々
な
試
練
を
与
え
ら
れ
ま
し

た
。
そ
の
一
つ
に
火
難
が
あ
り
、
ネ
ズ
ミ
に

助
け
ら
れ
た
と
い
う
神
話
か
ら
、
境
内
に
は

ネ
ズ
ミ
の
石
像

が
多
く
あ
り
ま

す
。
そ
れ
ぞ
れ

寄
贈
し
て
い
た

だ
い
た
方
に
由

来
す
る
も
の
に

な
っ
て
い
て
可
愛
い
♪
参
拝
後
、
神
社
の
御

神
殿
に
上
げ
て
い
た
だ
き
、
お
話
を
伺
う
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。
こ
ち
ら
の
神
社
は
本
殿

を
持
た
ず
、
磐い

わ
さ
か境

・
神ひ

も
ろ
ぎ籬

を
お
祀
り
し
て
い

ま
す
。
御
神
殿
の
神
座
と
祝
詞
座
に
使
わ
れ

て
い
る
木
材
は
、
出
雲
大
社
遷
宮
の
際
、
御

仮
殿
に
使
わ
れ
て
い
た
木
材
と
い
う
こ
と
で

す
。
社
名
の
「
ま
く
せ
の
や
し
ろ
」
は
昔
の

地
名
に
由
来
し
、
斐
伊
川
の
ほ
と
り
の
こ
の

辺
り
は
「
ま
く
せ
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
し

た
。「
く
せ
」
は
川
の
流
れ
の
曲
が
り
角
を
、

「
ま
」
は
そ
れ
を
強
調
す
る
意
味
が
あ
り
ま

す
。
万
九
千
神
社
と
隣
り
合
う
立
虫
神
社
は
、

元
々
七
〇
〇
ｍ
ほ
ど
南
西
の
斐
伊
川
の
中
州

に
鎮
座
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
、
江
戸
時
代
前

期
の
斐
伊
川
の
大
洪
水
に
よ
る
流
路
変
更
で
、

こ
ち
ら
に
遷
宮
さ
れ
た
そ
う
で
す
。
立
虫
神

社
の
「
虫
」
は
昆
虫
な
ど
の
虫
で
は
な
く
蛇

の
意
味
が
あ
る
こ
と
な
ど
、
本
当
に
興
味
深

い
お
話
が
盛
り
だ
く
さ
ん
で
し
た
。

富と
び

神じ
ん
じ
ゃ社

（
出
雲
市
斐
川
町
富
村
五
九
六
）

御
祭
神　

八や
つ
か
み
づ
お
み
づ
の
み
こ
と

束
水
臣
津
野
命　

天あ
め
の
ふ
ゆ
き
ぬ
の
み
こ
と

之
冬
衣
命

出
雲
風
土
記
に
は
「
出い

ず
も
の
や
し
ろ

雲
社
」
と
さ
れ
て

い
る
神
社
だ
そ
う
で
す
。
大
国
主
命
の
父
神

で
あ
る
天
之
冬
衣
命
が
お
祀
り
さ
れ
て
い

ま
す
が
、
出
雲
地
方
で
は
こ
の
神
社
で
し

か
お
祀
り
さ
れ
て
い
な
い
そ
う
で
す
。
大

国
主
命
の
系
譜
に
み
ら
れ
る
國く

に
お
し
と
み
の
み
こ
と

忍
富
命
・

布ふ
お
し
と
み
と
り
な
る
み
の
み
こ
と

忍
富
鳥
鳴
海
命
の
二
柱
も
合
祀
さ
れ
て

い
ま
す
。
由
緒
書
き
に
よ
れ
ば
七
一
五
年

に
出
雲
国
造
三
男
が
こ
の
地
に
分
家
し
、

遠と
お
つ
み
お
や
の
か
み

祖
神
を
合
祀
さ
れ
て
「
富
大
明
神
」
と

な
り
、
こ
の
辺
り
を
富
村
と
呼
ぶ
よ
う
に

な
っ
た
そ
う
で
す
。
そ
の
後
明
治
四
年
に
社

名
を
改
正
し
「
富
神
社
」
と
な
り
ま
し
た
。

「
富
」
と
い

う
縁
起
の
良

い
社
名
と
、

出
雲
の
国
を

他
の
国
か
ら

引
き
寄
せ
て

大
き
く
し
た

と
い
う
、
主

祭
神
の
八
束

水
臣
津
命
に

なおらい

富神社　鳥居
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い
た
も
の

で
、
四
百

年
以
上
前

か
ら
現
在

ま
で
伝
承

さ
れ
て
い

ま
す
。

神
楽
は

元
々
神
職

が
神
事
と

し
て
奏
上

し
て
い
ま
し
た
が
、
明
治
初
年
に
神
職
演
舞
禁

止
の
令
が
発
せ
ら
れ
ま
し
た
。
し
か
し
奥
飯
石

神
楽
は
神
事
と
い
う
こ
と
で
続
け
て
来
ま
し
た
。

し
か
し
徐
々
に
神
職
だ
け
で
は
難
し
く
な
り
氏

子
の
内
か
ら
も
参
加
す
る
者
が
出
て
来
て
現
在

に
至
っ
て
い
ま
す
。

神
楽
の
楽
曲
数
は
二
十
曲
以
上
あ
り
独
特
な

も
の
が
あ
り
ま
す
。
祭
典
に
も
同
じ
も
の
を
何

曲
か
使
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
神
楽
は
神

事
の
一
部
で
あ
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

八
岐
大
蛇
が
登
場
す
る
演
目
は
奥
飯
石
神
楽

で
は
八
頭
（
や
と
う
）
と
言
い
ま
す
。
そ
の
特

徴
は
、
長
く
突
き
出
た
蛇
頭
に
、
獅
子
舞
の
胴

衣
よ
り
長
い
四
メ
ー
ト
ル
位
の
幕
の
中
に
三
人

が
入
り
舞
う
独
特
な
形
態
を
し
て
い
ま
す
。

現
在
こ
の
地
方
に
神
楽
団
は
五
社
中
あ
り
、

奏
楽
・
演
目
・
所
作
も
全
て
同
じ
で
、
時
に
は

一
月
一
日
能
登
半
島
地
震
で
亡
く
な
ら
れ
た

方
の
ご
冥
福
を
お
祈
り
申
し
あ
げ
る
と
と
も
に
、

被
災
さ
れ
た
方
々
に
衷
心
よ
り
お
見
舞
い
申
し

あ
げ
ま
す
。

災
害
は
何
時
ど
こ
で
も
我
々
の
身
に
起
こ
り

う
る
こ
と
だ
と
、
肝
に
銘
じ
て
お
く
こ
と
が
大

事
な
こ
と
だ
と
改
め
て
感
じ
て
い
る
と
こ
ろ
で

す
。さ

て
飯
石
支
部
は
、「
口
部
」、「
中
部
」、「
奥

部
」
の
三
部
に
区
分
さ
れ
、「
口
部
」
は
旧
三

刀
屋
町
と
旧
木
次
町
下
熊
谷
。「
中
部
」
は
旧

掛
合
町
、旧
吉
田
村
と
出
雲
市
須
佐
、大
呂
。「
奥

部
」
は
飯
南
町
の
三
部
で
活
動
し
て
い
ま
す
。

そ
の
中
で
神
楽
の
区
域
は
、「
口
部
」
と
「
中

部
」
の
半
分
は
旧
松
江
藩
で
大
原
神
職
神
楽
系

で
す
。
又
「
中
部
」
の
半
分
と
「
奥
部
」
は
旧

広
瀬
藩
の
飛
び
地
で
奥
飯
石
神
職
神
楽
系
で
す
。

現
在
神
職
の
加
勤
区
域
も
こ
れ
が
元
に
な
っ
て

い
ま
す
。

こ
こ
で
は
奥
飯
石
神
楽
を
紹
介
し
ま
す
。

こ
の
神
楽
は
「
奥
部
」
地
方
の
各
神
社
の
社

家
に
代
々
伝
わ
る
も
の
で
、
各
神
社
の
古
文
書

か
ら
考
察
す
る
と
、
佐
陀
神
能
が
起
源
と
さ
れ
、

慶
長
年
間
に
は
神
楽
が
祭
典
と
し
て
行
わ
れ
て

飯
石
支
部
だ
よ
り

比
神
社
　
宮
司
　
景
山
敏
宏

あ
や
か
っ
た
「
富
待
石
」
と
い
う
来
待
石

の
お
守
り
も
あ
り
ま
し
た
。
広
い
境
内
は

き
れ
い
に
お
手
入
れ
さ
れ
て
い
て
、
と
て

も
気
持
ち
が
い
い
神
社
で
し
た
。

神
社
巡
り
を
終
え
、「
出
雲
大
社
の
由

来
」
と
い
う
演
目
も
噺
さ
れ
る
桂
竹
千
代

さ
ん
の
落
語
会
へ
。
古
事
記
も
落
語
に
ア

レ
ン
ジ
さ
れ
る
と
、
ま
た
違
っ
て
面
白

か
っ
た
で
す
し
、
古
事
記
や
神
話
を
よ
く

知
ら
な
い
方
に
は
と
て
も
分
か
り
や
す
く
、

興
味
を
持
っ
て
も
ら
え
そ
う
だ
と
感
じ
ま

し
た
。

三 番 叟

落語会　集合写真
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委
員
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陶
山　

浩
正　

委　

員　

鳥
屋
尾　

浩

　
　
副
委
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宮
能　
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江
角　
　

恵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

委　

員　

石
﨑　

彰
矩

今
年
二
月
、
福
島
県
浪
江
町
で
は
津
波
の
被
害

に
遭
っ
た
神
社
が
立
派
に
再
建
さ
れ
、
祭
り
が
執

り
行
わ
れ
た
と
の
報
道
が
あ
っ
た
。
神
社
が
建
つ

場
所
は
今
も
災
害
危
険
区
域
に
指
定
さ
れ
、
居
住

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
で
も
氏
子
た
ち
は

元
の
境
内
地
に
社
殿
を
再
建
し
、
避
難
先
で
稽
古

を
続
け
て
い
た
伝
統
の
踊
り
を
奉
納
し
た
そ
う
だ
。

「
地
域
社
会
の
紐
帯
と
し
て
の
神
社
」
が
感
じ
ら

れ
る
話
だ
。
こ
の
神
社
の
力
は
、
人
々
の
神
社
へ

の
思
い
の
表
現
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。

さ
て
、
能
登
半
島
地
震
で
大
き
な
災
害
を
受
け

た
珠
洲
市
と
松
江
市
が
姉
妹
都
市
関
係
に
あ
る
の

は
、
国
引
き
神
話
を
契
機
と
す
る
。
こ
の
縁
に
よ

り
珠
洲
市
を
心
の
中
で
近
く
に
感
じ
、
そ
の
被
災

に
心
を
痛
め
ら
れ
た
方
も
多
い
の
で
は
な
い
か
。

皆
様
か
ら
の
義
援
金
が
神
社
を
は
じ
め
被
災
地
の

復
興
に
つ
な
が
り
、
石
川
と
島
根
の
紐
帯
と
な
る

よ
う
願
っ
て
い
る
。	

（
鳥
）

各
神
社
の

例
祭
に
神

楽
団
ど
う

し
合
同
で

奏
上
す
る

こ
と
も
あ

り
ま
す
。

時
が
た

ち
各
団
の

舞
の
所
作

が
少
し
ず

つ
違
っ
て

く
る
よ
う

に
な
り
、

五
団
体
で

協
議
を
し

て
十
年
前

か
ら
特
に

神
楽
で
重

要
な
「
七

座
」
を
中

心
に
舞
の

統
一
を
目

的
に
、
毎
年
会
場
を
団
持
ち
回
り
で
競
演
会
を

開
催
し
て
い
ま
す
。

今
の
世
の
中
、
簡
単
に
集
ま
っ
て
練
習
す
る

こ
と
も
儘
な
り
ま
せ
ん
が
、
こ
れ
ま
で
数
百
年

継
承
さ
れ
て
き
た
も
の
を
絶
や
す
こ
と
な
く
、

後
継
者
の
育
成
を
図
り
な
が
ら
、
こ
れ
か
ら
も

活
動
を
し
て
い
き
ま
す
。

終
わ
り
に
、神
楽
を
通
し
て
、氏
神
様
へ
の
畏

敬
、地
域
の
人
々
の
繋
が
り
、そ
し
て
地
域
の
活

性
化
の
一
助
に
な
れ
ば
と
思
う
と
こ
ろ
で
す
。

八頭（大蛇退治の舞）幣 の 舞

　

本
年
一
月
に
発
生
し
た
能
登
半
島
地
震

に
よ
っ
て
亡
く
な
ら
れ
た
方
々
に
謹
ん
で

お
悔
や
み
申
し
上
げ
ま
す
と
と
も
に
被
災

さ
れ
た
皆
様
に
心
か
ら
お
見
舞
い
申
し
上

げ
ま
す
。

　

神
社
庁
で
は
こ
の
震
災
に
お
い
て
被
害

を
受
け
ら
れ
た
方
々
を
支
援
す
る
た
め
、

義
捐
金
の
募
金
活
動
を
行
っ
て
ま
い
り
ま

し
た
。

　

多
く
の
皆
さ
ま
か
ら
お
預
か
り
し
た
義

捐
金
は
総
額
五
、四
〇
六
、〇
〇
〇
円
と
な

り
、
神
社
本
庁
を
通
じ
て
被
災
地
域
に
寄

附
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
こ
と
を
ご
報

告
い
た
し
ま
す
。

　

皆
さ
ま
の
温
か
い
ご
支
援
に
感
謝
申
し

上
げ
る
と
と
も
に
、
被
災
地
域
の
一
日
も

早
い
復
興
を
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。

島
根
県
神
社
庁
長　

⻆　

河　

和　

幸

義
捐
金
に
関
す
る
ご
報
告
と
お
礼


